
１．景観計画について

　　日向市は、平成１８年１０月に景観行政団体に移行し、市民・事業者・行政が協力して、景観形

　成を推進しています。景観計画が定められている区域では、建築物や工作物等の新築、増築、改築

　若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更について、景観計

　画に定めている基準や配慮事項等に基づいて計画・設計していただき、行為着手の３０日前までに

　市長への届出が必要になります。（届出部数：２部）

　　景観形成基準は、各景観計画に掲載されていますので、参考にしてください。現在、細島地区・

牧水の里・美々の里・日豊海岸地域の４つの景観計画があります。

２．届出対象行為及び添付書類

※必要に応じ上記以外の書類（鳥瞰図、製品カタログ等）を提出していただくことがあります。

３．その他

　　日向市ホームページから景観計画に係る資料をダウンロード出来ますので、ご利用ください。

　　　　日向市ホームページ　＞　産業・経済・ビジネス　＞　都市建設・景観　＞

　　　　＞　景観まちづくりに関する各種の届出・支援制度

　　　「細島地区景観計画」「牧水の里景観計画」「美々の里景観計画」「日豊海岸地域景観計画」

　　　「日向市景観計画区域内行為（変更）届出書」

　　　「日向市景観計画区域内行為完了届出書」

４．問合せ先

　　日向市 建設部 都市政策課 技術調整係

　　　　　TEL：0982－52－2111（内線2305）

　　　　　FAX：0982－54－2639
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